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平成２０年度 国の中小企業支援計画（案） 

 

 

第１ 中小企業を取り巻く現状 

 

人口減少社会というこれまでにない局面の中で、成長力を強化して経済成長を持続

させることが我が国の喫緊の課題となっている。そのために、成長力強化の鍵となる

生産性を向上させ、我が国の高い潜在力をいかんなく発揮するとともに、地域社会が

潜在的な力を発揮できるようにしていくことが不可欠である。 

他方、足下の状況を見ると、長期にわたる景気回復が続く中においても、地域の間

で景況感にばらつきがあるとともに、中小企業と大企業の間、製造業とサービス業の

間等における回復度合いの差が顕著になってきている。こうした状況の背景には、循

環的な要素のみならず、経済のグローバル化の進展、少子高齢化、環境問題の深刻化

等の構造的な変化が存在している。これらの構造変化がもたらす需要面と供給面にお

ける経営環境の大きな変化への対応状況が、このような差を生み出す大きな要因と

なっていると考えられる。 

中小企業は、消費者や取引相手のニーズにきめ細やかに対応した柔軟、機動的かつ

創造的なビジネス展開の母体となり得る潜在的な能力を有しており、こうした構造的

な変化への対応の制約となっている要因を除去することにより、厳しい状況をビジネ

スチャンスに転化して、我が国経済の持続的な成長を牽引する役割を担い得ると考え

られる。 

一方、中小企業は、その数が多く、企業規模や業種、業態等によって経営課題や求

められる経営資源等も異なる。このため、中小企業の成長力を全体的に高めていくた

めには、これら多様な中小企業が様々な経営課題に対応するための全般的な経営力の

向上を図るとともに、多種多様な事業展開を通じた付加価値の創造を促進することに

より、各企業レベルでの生産性を高めていくことが求められる。また、各企業を超え

るレベルにおいても、公正かつ効率的、合理的な事業環境の整備を進めることが重要

な政策課題となっている。 

このような観点から、国としては、平成１９年１１月に「中小企業生産性向上プロ

ジェクト」を取りまとめ、（１）経営力の向上、（２）付加価値創造、（３）事業環

境の整備を柱とする支援措置を平成１９年度から平成２１年度までの３年間に集中

的に実施することとしている。 

 

 このような政策課題への対応を真に意味あるものとするためには、国、地方公共団

体及び関係支援機関が、それぞれの政策資源を総動員し、緊密な連携を図りつつ施策

の効果を最大化することが必要である。国が「中小企業生産性向上プロジェクト」を

実施するに当たっても、各種の支援措置が都道府県（政令で指定する市を含む。以下

同じ。）の施策と相まってその効果を高めていくことが重要である。特に国と地方公

共団体との関係については、「地方分権改革推進法（平成１８年法律第１１１号）」
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に基づいて設置された地方分権改革推進委員会における審議等も踏まえ、国と都道府

県がそれぞれに期待される役割を果たしながら具体的な連携方策を模索していくこ

とが必要である。 
また、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）が行う事

業については、平成１９年１２月２４日に閣議決定された「独立行政法人整理合理化

計画」に基づいて、その事務及び事業の見直し等を行うこととなっており、この方向

性に沿って国が平成２１年度からの次期中期目標を定め、これを達成するための中期

計画を中小機構が定め、実施することとなる。 
 

 

第２ 平成２０年度の基本方針 

 

 以上のような現状認識を踏まえ、平成２０年度の中小企業支援計画（以下「本支援

計画」という。）においては、中小企業が将来に向けて成長力を高めていくための生

産性向上に向けた支援を緊急に取り組むべき重要な政策課題として位置付ける。具体

的には、「中小企業生産性向上プロジェクト」に位置付けられた事業を中心として、

平成２１年度までの集中的支援期間を視野に入れた計画とする。 
さらに、本支援計画の実施に当たっては、国、都道府県及び中小機構が、支援対象

となる中小企業との対話を深め、真に必要な支援を適切に実施することを一義的な目

的とすることが必要である。そのためにも、国、都道府県及び中小機構が「対話と協

力」という基本的な考え方に基づいて、それぞれの施策についての理解を深め、適切

な役割分担の下で緊密に連携し、施策の効果を最大化することに重点を置くこととす

る。このような観点から、次項「第３ 国の事業」以降に定める個別施策のそれぞれ

について、国と都道府県との具体的な連携方策を示すこととする。特に、国と都道府

県の中小企業支援における新たな連携体制を構築していくための嚆矢として、「地域

力連携拠点」事業及び関連施策を位置付け、これら施策を核とした対話の場づくりを

進めていく。 

 

さらに、平成２０年度においては、本支援計画に基づく都道府県の支援計画の内容

や実施状況、及びこれに関する都道府県の意見等が国の次年度以降の支援施策及び関

連する予算措置等の検討に反映されるよう、平成２１年度の中小企業支援計画策定プ

ロセスの中で、国と都道府県との意見交換等が適時適切に行われるようにすることと

する。 

 

 

第３ 国の事業 

 

１．事業の実施体制 

国においては、中小企業の経営資源の確保を支援するため、全国レベルの先端
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的なモデル事業を都道府県、中小機構、都道府県等中小企業支援センター等の中

小企業支援機関（以下「地域支援機関」という。）との連携・協力により実施し、

その成果の普及に努めるとともに、政策評価による事業見直しを行うものとする。  

また、必要に応じ、都道府県が実施する中小企業支援事業に対する助言を行う

ものとする。 

 

２．事業の概要 

 

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進 

 

① 地域資源活用対策 

地域の特色ある農林水産品、産地の技術、観光資源といった、地域の強みで

ある「地域資源」は、地域の中小企業にとって域外に事業展開する際の差別化

を図る有効な要素となり得る。 

    このため、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関す

る法律（平成１９年法律第３９号）」を中核に、地域資源を活用して新商品・

新サービスの開発等に取り組む中小企業等を、関係省、都道府県、地域支援機

関等とも連携して支援する。 

 

ア 地域資源活用型研究開発事業 

１，７６０，４００千円（１，９５６，０００千円） 

地域において新産業・新事業の創出を図るため、地域資源を活用した新商品

開発を目指した、企業と大学等との連携による実用化研究開発を実施する。 

事業の実施に当たっては、地方公共団体が地域振興等を目的として推奨する

地域固有の産物や技術等を活用した研究開発テーマが多数提案されるよう、公

募説明会等を通じて都道府県の産業支援機関や公設試験場等にも周知しつつ

行う。 

 

イ 市場志向型ハンズオン支援事業 

２，０２８，０８１千円（２，０２８，０８１千円） 

地域ブロックごとに支援拠点を設置し、マーケティング等に精通した専門家

が、新商品・新サービスの開発・販売に取り組む地域の中小企業の相談に応じ、

市場調査、商品企画、販路開拓、事業性の評価等に係るアドバイスを行うなど

徹底したハンズオン支援を行う。また、中小企業の方々に支援拠点に相談して

いただくことが重要であることから、地域支援機関等と連携・協力し、施策普

及や支援案件の発掘等を実施する。 

 

ウ 地域資源活用新事業展開支援事業費補助事業 

４，７００，０００千円（４，１２５，０７５千円） 
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    「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に

基づく「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた中小企業者等や、地域産

業資源を活用した新商品・新サービスの販路開拓等に地域一体となって取り組

む、組合や公益法人等を対象に支援する。 

また、中小企業者と農林漁業者が連携して行う、農林水産物を活用した新

商品開発等の取組に対して、きめ細やかな支援を行う。 

地域資源を活用した新商品、新サービスの開発や、地域ブランドの構築を

目指す中小企業や組合に対し、都道府県や地域支援機関等と連携して、施策

普及を図る。 

 

② 農商工連携・新連携対策 

   中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活

用して行う事業活動（以下単に「農商工連携」という。）を支援する。また、中

小企業者が異分野・異業種の事業者（他の中小企業、大企業、研究機関、ＮＰＯ、

農協等）と有機的に連携し、それぞれの経営資源(技術、販路等)を有効に組み合

わせて行う新事業活動（以下単に「新連携」という。）を支援する。 

 

ア 農商工連携・新連携対策支援事業 

２，７３７，２０８千円 （２，５０３，０１９千円） 

    「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案」

に基づく「農商工等連携事業計画」の認定を受けた者が当該計画に従って行う

農商工等連携事業を実施するに当たって必要な取組を支援する。また、「中小

企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）」に基

づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた代表者が当該計画に 

従って行う事業化に向けて必要な取組や、優れた経営資源を有する中小企業者

が新事業の具体化を図るため他者（企業、研究機関、ＮＰＯ、組合等）と連携

体を構築する取組を支援する。 

具体的には、中小企業者等が連携して行う新事業に必要な新商品開発（製

品・サービス）に係る試作・実験、マーケティング活動、市場調査、連携体構

築に資する規約の作成、コンサルタント等に係る経費を補助する。 

    都道府県、中小機構、地域支援機関等との密接な連携と協力を通じて、連携

して新たな事業展開を行うことを検討している中小企業者等に対して、当該支

援事業を幅広く普及し、その活用を促す。 

 

③ 小規模企業支援対策 

 

ア 小規模企業経営支援情報・金融連携事業 

５９９，８１０千円 （ 新   規 ） 

本事業は、商工会・商工会議所等によるマル経融資や経営支援、インター  
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ネットソフトウェアを活用した財務会計等の整備支援（ネット de 記帳等）等

を通じて、小規模企業等の財務・非財務データや経営改善計画、資金計画等の

情報をデータベース化し、商工会・商工会議所等の経営支援・金融審査能力を

向上させるとともに、国民生活金融公庫をはじめとする金融機関、その他の地

域支援機関等も（統計的又は個別企業が自社データを提供することにより）活

用できるようにすることにより、小規模企業等の経営力向上に向けた支援を強

化するものである。 

 

イ 小規模事業者新事業全国展開支援事業費 

２，４６３，４４４千円（２，５１４，６８２千円） 

地域の小規模事業者による全国規模のマーケットを狙った新事業展開を促進

するため、地方公共団体や地域支援機関と連携し、商工会・商工会議所等が小

規模事業者等と協力して行う、地域資源を活かした特産品開発やその全国的な

販路開拓、観光資源開発といった取組に対して幅広く支援する。 

 

ウ 創業人材育成事業 

１，３２６，５３９千円（１，６１４，９８１千円） 

  創業に向けて具体的な行動計画を有する者を対象に、創業に必要な実践的能

力を習得させる「創業塾」（３０時間程度の短期集中研修）を全国約２１０か

所の商工会・商工会議所等で開催する。また、新事業展開を目指す経営者や若

手後継者等を対象に、経営戦略等の知識・ノウハウの体得を支援する「経営革

新塾」を全国約１７０か所の商工会・商工会議所等で開催する。 

また、本事業の実施に当たっては、国は、商工会・商工会議所等が都道府県

と協力して、創業塾・経営革新塾の開催や関連施策に関する情報提供が図られ

るよう努めることとする。 

 

エ ＪＡＰＡＮ ブランド育成支援事業 

１，１７７，８６０千円（１，３１０，０７８千円） 

    地域の強み（資源・技術等）を活かした製品等の魅力・価値を更に高め、｢日

本｣を表現しつつ世界に通用する高いブランド力（ＪＡＰＡＮブランド）の確

立を目指し、商工会・商工会議所が中心となり、地域の事業者の共通認識を醸

造し、地方公共団体や地域支援機関等との連携のもと地域が一丸となって新商

品・デザインの開発・評価、展示会参加等を行う取組に対し総合的に支援する。 

 

④ 創業・ベンチャー対策 

創業・ベンチャー支援は、我が国経済成長力の強化、イノベーションの創出

や雇用の確保を図るための重要施策であり、リスクマネーの供給、バイオやナ

ノテク等の先端技術の実用化研究開発・事業化に係る資金助成及びハンズオン

（経営・技術指導）、広範囲の地域・分野にわたる連携支援、起業家育成等に
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つき引き続き積極的に実施する。 

 

ア 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業（１次） 

４２０，８００千円（１，４３０，７２０千円） 

 中小企業の優れた技術シーズ、ビジネスアイデアの事業化による創業・新事

業展開を促進するため、実用化研究開発に要する経費の一部を補助するととも

に、補助事業を行う中小・ベンチャー企業等に対して中小機構によるビジネス

プランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に実施する。 

    本事業の成果を活用した事業化を更に促進するため、中小機構のコンサル 

ティングの活用のみならず、地域支援機関等と協力して本事業の成果が活用さ

れるよう普及に努める。 

 

⑤ 中心市街地活性化対策 

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、「中心市街地の

活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）」に規定する認定基本計画に

基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を

一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者等が地権者などの幅広

い関係者の参画を得て実施する商業活性化事業や中心市街地活性化協議会の

運営、タウンマネジメント診断等に対して、「選択と集中」の観点から重点的

な支援を行う。 

 

ア 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業 

               ６，１００，０００千円（６，３００，０００千円） 

   テナントミックス店舗や駐車場の整備、空き店舗を活用した チャレンジ 

ショップ事業や地域コミュニティとの連携事業、老朽化したアーケードの撤去、

中心市街地活性化協議会によるタウンマネジャー設置や調査研究事業にかか

る経費に対して、補助を行う。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化 

 

① 中小企業海外展開支援対策 

    我が国中小企業が海外において円滑な事業が実施できるよう、現地法人に対

するアドバイザーの派遣、現地従業員に対する研修、現地における市場調査等

の支援等を行う。 

 

ア 中小企業国際展開等円滑化推進事業費補助事業 

３４９，１９４千円（４３６，４９２千円） 

  我が国中小企業の現地法人等の技術・管理能力の向上を図るため、当該現地

法人等の従業員等に対して、受入研修や海外研修及び専門家派遣を実施する。 
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② 中小企業経営支援等対策 

中小企業の基礎的な経営力強化を図り、将来の発展・成長を実現しようとする

挑戦を応援すべく、経営支援を行う相談窓口の整備、技術・ノウハウを有する大

企業等の退職者等の活用、人材確保のための支援など、きめ細かな支援を行う。 

 

ア 地域力連携拠点事業（経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業） 

  ５，１６３，４１７千円（ 新   規 ） 

中小企業支援に実績を有するコーディネータを中核として「地域力連携拠点

（以下「拠点」という。）」において、小規模企業を含む中小企業の経営力向上、

創業・再チャレンジ及び事業承継といった今日的な課題に対して、地域支援機

関等と連携しながら幅広く適切な支援を行う。 

事業の実施に当たっては、経済産業局、都道府県、関係省の地方支分部局等

で構成する「地域中小企業支援連携会議」を設置し、拠点で活用可能な国及び

地方公共団体の施策を取りまとめて各拠点へ周知を行うとともに、各拠点の支

援成果の分析を行い、同会議の構成機関、中小機構、地域支援機関等で共有す

る。また、拠点で得られた知識・ノウハウ等を地域支援機関等に移転する方策

の検討及びその他小規模企業等に対する支援措置についての意見交換・すり合

わせ等を行う。 

 

イ 新現役チャレンジ支援事業 

２，１２０，３００千円（ 新   規 ） 

大企業等の退職者及び近く退職を控えるシニア人材を「新現役」と位置付け、

新現役の有する技術・ノウハウを地域・中小企業に活かすための仕組みを整備

する。 

    具体的には、都道府県ごとに「地域事務局」を設置して、新現役人材の発掘・

確保やスキルアップ等を図るとともに、全国に整備される拠点や地域支援機関

等と連携し、中小企業の支援ニーズに即した新現役とのマッチングを行う。 

   また、地域資源を活用した特産品の販路開拓や農商工連携等による地域活性

化の取組を支援するため、地方公共団体と連携し、都市部の新現役を地方の中

小企業支援に活用するモデル事業や、我が国のモノ作り基盤技術を支える技術

分野を中心とした高度技術を有する新現役の中小企業における活躍の場を提

供するためのモデル事業を実施する。 

 

ウ 若者と中小企業とのネットワーク構築事業 

１，２０２，３７６千円（１，７９６，２５６千円） 

  地域の中小企業の特性や実情に通じたコーディネータが中心となって、経済

団体やジョブカフェ、教育機関、地方公共団体等と連携し、地域の中小企業の

魅力を若者や学校に発信し、橋渡しを行う優れた取組に対してモデル事業とし
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て支援するとともに、その成果を全国レベルで情報発信することにより、全国

的な取組を促進する。 

  また、中小企業における若者を中心とした人材確保を促進する観点から、中

小企業のワーク・ライフ・バランス経営の先進的な事例の調査等を行い、地域

支援機関等を通じ、中小企業者等に対する普及・啓発を行う。 

 

エ 中小企業知的財産啓発普及事業 

５６，３０３千円（１００，００６千円） 

知的財産の創造・保護・活用の面で課題を抱えている中小企業が知的財産に

関する十分な情報を得られるよう、適切な公的機関や弁理士等の専門人材に取

り次ぐゲートウェイ機能として、全国の商工会・商工会議所に設置されている

「知財駆け込み寺」の活動を支援するため、経営指導員向けの「相談対応マ  

ニュアル」及び「手引書」の作成・配布を行う。 

また、「ポスター」及び「リーフレット」を作成し、知的財産の啓発普及と

知財駆け込み寺の利用促進のための広報を行う。 

 

オ 中小企業知的財産権保護対策事業 

３１，０９４千円（３１，６９４千円） 

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、現地調査会社を活用

し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の情報を

提供し、その費用の一部について助成を行う。 

本事業は、中小企業が侵害を受けていることが判明した際、すぐに行動を起

こせるよう、独立行政法人日本貿易振興機構のネットワークを活用し、独立行

政法人日本貿易振興機構の国内の各事務所に受付窓口を設置するとともに、中

小機構の各支部にも窓口を設置し、知的財産権の侵害を受けている中小企業に

よる利用拡大を図っている。 

 

カ 地域中小企業知財戦略支援人材育成事業 

２１７，６６４千円（２２４，３５３千円） 

地域の中小企業の知的財産支援人材を育成するため、地域の特性に応じ、法

律、技術等の専門家による支援チームを各地域で育成・組織化し、地域の人材

が実際に中小企業の知財戦略策定に携わること等を通じ、地域における知財戦

略支援人材の実質的な支援による能力向上を図る。併せて、地域の知財戦略支

援人材の即戦力となり得る企業の知財部のＯＢ等についてのデータベースを

構築する。地域においては知財支援人材が不足しており、また地域の中小企業

においても知財意識が高くないことから、本事業の成果を地域支援機関等と連

携し、広く普及することを通じ、地域の中小企業の知財戦略支援を促す。 

 

 ③ 小規模企業支援対策 
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  ア 指導事業 

２９６，９３１千円（２９４，４９８千円） 

商工会及び商工会議所が小規模事業者に対して行う経営改善普及事業を円

滑かつ効果的に実施するため、全国商工会連合会及び日本商工会議所が商工会

等に対して指導や情報の収集及び提供等に係る事業を行う。 

 

イ 経営安定特別相談事業費 

３８，１６７千円（４０，９３９千円） 

経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題の解決に資するため、

全国の都道府県商工会連合会及び主要商工会議所に設置されている「経営安定

特別相談室」による中小企業者に対する相談体制を円滑に実施するために全国

商工会連合会及び日本商工会議所が行う指導事業等を支援する事業を実施す

る。 

 

④ 中小企業連携組織対策 

中小企業が、共生・相互扶助の精神の下に連携し、生産や販売等、事業の効

率化や生産性向上に共同して取り組む中小企業組合は、中小企業振興の基盤と

なるものであり、極めて重要であることから、中小企業同士の連携・組織化の

活動に対し、支援する。 

 

ア 創業連携人材養成等支援事業 

                ９５８，４１１千円（９５９，８４３千円） 

全国中小企業団体中央会（以下「全国中央会」という。）が、組織化しよう

としている中小企業や経営課題を抱えている組合等の連携組織に対する経営

指導・支援にあたる都道府県中小企業団体中央会（以下「都道府県中央会」と

いう。）の指導員に対して、能力向上に必要な指導・研修を実施する。 

また、全国中央会が、組合等の連携組織の中だけでは解決できない専門性を

有する諸課題（法律、経営指導、情報処理、会計等）の解決に向けて外部専門

家を活用して支援を行うとともに、先進的な経営改善・革新に取り組む組合等

に対して、ビジョン策定や改善事業に係る経費を助成する。 

 

イ 創業連携情報収集・発信事業 

４９，８４０千円（１２９，９３４千円） 

全国中央会が、中小企業が経営資源の強化及び補完を図るための多角的連携

指導に関する調査や中小企業組合の設立動向調査を始めとする組合特定問題

実態調査を全国的に実施、また、組合による各種共同事業（新商品開発等）に

関するノウハウを全国的に収集・分析・加工、事例集を発行する。 
また、「中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）」等の普及啓発
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のため、パンフレット等の作成や都道府県中央会指導員及び組合の職員等を対

象とする研修会を開催する。 

 

ウ 官公需受注対策事業        

３２，０２９千円（３２，０２９千円） 

  官公需についての中小企業者の受注機会の増大を図るため、全国中央会又は

都道府県中央会を通じて官公需に係る情報の収集提供、官公需適格組合の共同

受注事例や効率的な分離・分割発注に係る適切事例の普及、新規開業者の販路

開拓の支援のためのパンフレット配布、官公需適格組合の共同受注体制づくり

等の支援を行う。 

 

⑤ 中小企業ものづくり対策 

我が国経済を牽引していく製造業の国際競争力の強化及び新産業創出のた

めには、中小企業の競争力を一層高めていくことが重要である。このため、「中

小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成１８年法律第３３号）」

に基づく研究開発等の支援、課題解決のための環境整備や技術開発等を実施す

る。 

 

ア 戦略的基盤技術高度化支援事業 

８，８０４，７３５千円（９，３６０，６４５千円） 

 我が国経済を牽引していく産業分野（重要産業分野）の競争力を支える基盤

技術の高度化に向けて、革新的かつハイリスクな研究開発や、生産プロセスの

イノベーション等を実現する研究開発に取り組む中小企業を支援する。 

 事業の実施に当たっては、各地のものづくり中小企業の状況について、地域

支援機関等との情報交換に努める。 

 

イ 川上・川下ネットワーク構築支援事業 

１９０，０００千円（１９０，０００千円） 

 基盤技術を担う川上中小企業と、燃料電池や情報家電等の重要川下産業間の

緊密なコミュニケーションを通じた「川上中小企業が行う技術開発の不確実性

の低減」及び「情報の非対称性の解消」を図るため、川上・川下間のネット   

ワーク構築に向けた取組を支援する。 

 各都道府県内あるいは県域をまたがる中小企業と日頃から接点を持ち、地域

の現状と課題を認識している地域支援機関等と協力して、川下中小企業と川上

産業との情報交換の場への中小企業の参加や川上・川下間のマッチング機会の

創出を促進し、川上と川下のネットワーク構築を図ることができるよう支援を

行う。 

 

ウ 中小企業ものづくり人材育成事業 
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７６２，４９５千円（５３５，７０５千円） 

 中小企業のものづくり人材の育成・確保を図るため、高等専門学校等の有す

る設備やノウハウを活用し、地元の中小企業のニーズに即した若手技術者に対

する実践的人材育成を支援する。また、各地域の産業界・工業高校・行政等が

連携して、学校への企業技術者の講師派遣、生徒や教員の現場実習等を行うこ

とにより、工業高校等の実践的な教育プログラムの充実を図る。 

 この事業では、地域の産業界、教育界、都道府県が連携体制を構築し、事業

を積極的に推進していくことが重要であるため、地域支援機関等と協力するこ

とにより、連携体制の構築に努め、ものづくりを担う人材の育成・確保を支援

していく。 

 

エ 中小企業基盤技術継承支援事業費補助事業 

１５３，１８０千円（２７０，６６８千円） 

 ものづくり中小企業が保有する熟練技能者の暗黙知となっていた設計・加工

ノウハウ等をデジタル化・体系化し蓄積することを可能にする、汎用性の高い

ソフトウェアを開発する。また、ＩＴの専門知識のない業務担当者自らが、前

述のソフトウェアも取り込むことができる業務用システム（生産管理、品質管

理、出荷管理等）を構築するための支援ソフトウェアを開発する。 

    開発した成果をより多くの中小企業へ普及させるためには、公設試験場、地

域支援機関等と連携を図りつつ、事業成果の紹介、導入サポートを行う。 

 

⑥ 商店街活性化対策 

地域の商店街は、少子高齢化が進展する現代において、単に経済活動の場と

しての役割のみならず、地域コミュニティの中核としての役割を担うことも期

待されている。 

そのため、地域の商店街を取り巻く様々な課題に対応する取組に支援を行い、

その社会的機能の向上及び活性化を図る。 

 

ア 中小商業活力向上事業 

２，９７１，５００千円（２，９７１，５００千円） 

全国の商店街・中小小売商業集積において、少子高齢化、環境保全、安全・

安心、生産性向上等の課題に対応する商業活性化への取組に対して支援を行う。 

具体的には、バリアフリー型カラー舗装や採光性に優れたアーケード等、「中

小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）」に基づく事業計画の認定（都

道府県で事務処理）を受けた大型の施設整備事業、防犯カメラや電子マネーシ

ステム等の設備整備事業及び空き店舗を活用したコミュニティ施設やアンテ

ナショップの整備・運営等のソフト事業に対して事業費の補助を行う。 

 

  イ 全国商店街振興組合連合補助事業 
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３５，００６千円（３１，２７２千円） 

全国商店街振興組合連合会が実施する各種情報提供や研修事業等に対して

事業費の補助を行う。 

 

⑦ 下請取引対策 

   親事業者・下請事業者の取引構造に置かれている中小企業が、努力や能力に応

じて適正な利益を上げ、持続的な成長を遂げられるようにするため、下請取引の

適正化という構造的な問題に強力に取り組む。 

 

ア 下請かけこみ寺事業 ４６０，８６１千円（新規） 

    下請取引に関する「かけこみ寺」を本部（財団法人全国中小企業取引振興協

会）及び全国４７か所で整備し、下請取引に係る各種相談への対応や、裁判外

紛争解決を図るとともに、下請適正取引等の推進のためのガイドラインの普及

啓発等を実施する。 

    本事業の実施に当たっては、下請取引に専門的知見を有した各都道府県の下

請企業振興協会や身近な相談窓口である地域支援機関との連携を図る。 

 

イ 下請取引改善事業       ９２，１６７千円（６３，６９１千円） 

    「下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号。以下「下請代金

法」という。）」の違反を未然に防止する観点から、主として親事業者の発注担

当者を対象とした実務者講習会の開催及び業界団体、地域の商工団体等向けの

セミナーを全国で開催する。 
本事業の実施に当たっては、下請代金法等に知見を有した各都道府県の下請

企業振興協会等と連携を図り、親事業者等に対し同法の周知・普及啓発を図る。 

 

ウ 脱下請人材育成事業      １３，２０８千円（１３，２０８千円） 

  下請事業者自らが事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮すること

ができるよう体質を根本的に改善し、下請性を脱して独立性のある企業に育つ

ことを目的として、脱下請を目指す下請中小企業の経営者等を対象に、製造開

発力、マーケティング、経営戦略等のノウハウを習得させるために、短期集中

研修を実施する。 
本事業の実施に当たっては、下請取引等に知見を有した各都道府県の下請企

業振興協会等と連携を図り、下請事業者の自立化支援を図る。 
 

エ 全国中小企業取引振興協会補助事業 

７０，８６０千円（６７，１０２千円） 

財団法人全国中小企業取引振興協会が実施する下請取引あっせん指導事業、

経営等指導事業、調査・広報等事業等に必要な費用を補助する。 
なお、本事業の実施に当たっては、「下請中小企業振興法（昭和４５年法律
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第１４５号）」第１１条に基づき下請取引のあっせん等を実施している各都道

府県の下請企業振興協会と連携し、広域での受発注情報の提供、販路拡大支援

を通じた下請中小企業の経営基盤の強化等を図る。 
 

⑧ 中小企業ＩＴの利活用対策推進 

  我が国経済を支える中小企業の競争力強化、生産性向上を図るため、ＩＴの

有効活用が中小企業全体の底上げにとって重要である。そのため、中小企業の

ＩＴ経営実践のために必要なＩＴ基盤の整備・構築や、中小企業によるＩＴの

利活用を推進する支援体制の整備など各種支援を実施する。 

 

ア ＩＴ経営実践促進事業 

８３０，６４４千円（ 新   規 ） 

  地域の中小企業・農業者等がＩＴを利活用して経営革新、生産性向上を図る

ＩＴ経営の実践を自主的に進めるため、官民連携のネットワーク（ＩＴ経営応

援隊）を通じて、研修事業、ベストプラクティス等の収集・普及事業、地域連

携支援体制の構築事業を実施する。 

  特に地域連携支援体制の構築事業では、各経済産業局及び地方公共団体、地

域支援機関、商工団体、地域金融機関、ＩＴコーディネータ等専門家等が支援

ネットワークを構築し、地域の特性に応じたＩＴ経営の普及を促進する。 

 

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 

 

① 中小企業再生支援等対策 

    中小企業は多種多様であり、その事業内容や課題にも様々な地域性が反映さ

れているという特性がある。このため、経営環境の悪化しつつある中小企業の

事業再生に関する各種施策を総動員できる体制を整備し、地域の実情に応じた

きめ細かな中小企業の再生への取組を支援する。 

 

ア 中小企業再生支援協議会事業 

４，４７５，０００千円（３，３２１，０００千円） 

    各都道府県の商工会議所等に設置されている中小企業再生支援協議会（以下

この項目において「協議会」という。）において、企業再生に関する知識と経

験を持つ常駐専門家が中心となり、相談から再生計画策定支援まで、地域支援

機関等とも連携を図りつつ、中小企業の再生への取組をきめ細かく支援する。 
また、中小企業再生支援全国本部において、各協議会に対する助言を行うと

ともに、各協議会に蓄積されている知識やノウハウ等を収集、分析、体系化し、

それを共有することにより、地域の中小企業の再生に対する総合的かつ効果的

な支援を促進する。 

    なお、中小企業の再生においては、経営悪化時の早期対応が重要であること
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から、地域支援機関等と協力し、中小企業の経営者等に対して協議会の早期活

用を促す。 
 

② 経営安定対策 

 

ア 中小企業事業継続計画普及事業 

１９，５９４千円（１９，５９４千円） 

  中小企業が自然災害等の緊急事態においても中核となる事業を継続あるい

は早期復旧する能力を高めることを目的として、事前に事業継続のための方法

を定めておく事業継続計画（ＢＣＰ）の作成を中小企業に普及させるために、

中小企業ＢＣＰ策定運用指針の普及のための中小企業者向けセミナーを全国

１０か所程度で開催するとともに、ガイドブックを作成し中小企業者等へ配付

する等の普及事業を地域支援機関等を通じ、実施する。 

 

 

第４ 都道府県の事業 

 

１．事業の実施体制 

都道府県においては、国との対話と協力を通じて、適切な役割分担の下で必要

な連携を積極的に進め、地域経済及び地域の実情を踏まえた支援措置の効果を最

大限発揮するよう事業の実施に努めるものとする。 

特に、三位一体改革により、都道府県においては地域の実情を踏まえた支援を

更に深めていくことが期待されており、国の事業との相乗効果を図りつつ、中小

企業者に対する適切な支援が確保されるよう必要な予算の確保やより効果的な

事業の実施に努めることとする。 

 

２．事業の概要 

 

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進 

 

① 経営革新支援事業 

中小企業の経営革新を促進するため、「中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律」に基づき、経営革新計画の承認を受けた中小企業等が当該計画に

従って行う経営革新の取組を支援する。 

 

② その他の経営の革新や新事業展開への支援事業 

その他、地域の実情に応じ、必要な中小企業支援事業を実施する。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化 
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①  都道府県等中小企業支援センター事業 

都道府県等中小企業支援センターにおいては、中小企業の抱える専門的な

経営課題解決のため、中小企業に対する相談事業、専門家派遣事業、情報提

供等事業、事業可能性評価委員会事業、中小企業者に対する研修事業等を実

施する。 

 

② 中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援 

 

ア 支援人材能力開発事業 

地域における中小企業支援機関の支援担当者の能力強化に係る研修事業

を実施する。 

 

   イ その他中小企業の人材確保・育成に係る支援事業 

 

③ 中小小売商業の振興支援 

 

ア 商店街振興組合指導事業 

都道府県商店街振興組合連合会が各商店街振興組合等に対し指導等を行

う事業を実施する。 

 

   イ その他の中小小売商業の振興に係る支援事業 

 

④ 小規模事業者に対する支援 

 

ア 経営改善普及事業 

全国の商工会・商工会議所及び都道府県商工会連合会において、小規模事

業者からの様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応じた専門家の

派遣や若手後継者等の人材育成の推進など、小規模事業者の経営改善や経営

革新を支援するための事業（経営改善普及事業）を実施する。 

 

イ 小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業 

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入を促進する

ため、設備資金の無利子貸付並びに設備の割賦販売及びリースの事業を実施

する。 

 

   ウ その他小規模事業者の経営力向上等に対する支援事業 

 

⑤ 中小企業連携組織対策事業 
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組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、都道府県中

小企業団体中央会指導員等の人材育成事業や各組合等の実施している取組事

例、官公需に関する情報等を収集・加工し、各組合等に広く情報提供する事業

を実施する。 

 

⑥ その他の経営基盤の強化に資する事業 

その他、地域の実情に応じ、必要な中小企業支援事業を実施する。 

 

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 

 

① 経営安定特別相談事業 

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、全国の都道府

県商工会連合会及び主要商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小

企業者からの相談に応じる体制を整備する。 

 

② その他の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に資する事業 

その他、地域の実情に応じ、中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の

円滑化のための事業を実施する。 

 

 

第５ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業 

 

１．事業の実施体制 

中小機構においては、本部及び全国９か所の支部において、中小企業支援の高

度な専門性と知見を有する専門家を活用しながら、中小企業の成長発展段階に応

じたきめ細かな支援体制の構築を図るとともに、地域支援機関と連携、協力を進

めることとし、中小機構の支部がブロック内における中小企業支援体制の結節点

として、地域支援機関との役割分担を明確化していくとともに、中小機構が培っ

たノウハウの共有を促進することにより、全体としてのシナジー効果が発揮でき

るよう、体制を整備する。 

また、中小機構は全国９か所に設置されている中小企業大学校等を活用しなが

ら、地域の中小企業、地方公共団体及び地域支援機関、大学等との連携体制を構

築し、各地域ブロックの人材養成の中核機関として、他の研修機関等では実施が

困難な、中小企業が抱える現下の高度な経営課題に対応した実践的な研修を実施

する。  

  

２．事業の概要 

平成２０年度の事業実施に当たっては、地方分権改革推進委員会における審

議や「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえた事業となるよう、地域支援機
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関等との連携、協力を図ることとする。 
なお、具体的な事業の実施については、以下のとおりとする。 

 

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進 

 

  ① 中小企業挑戦支援事業 

中小企業等の優れた技術シーズ、ビジネスアイディアの事業化による創業・

新事業展開を促進するため、新事業開拓に取り組むことが困難な中小企業等に

対する資金助成・コンサルティング支援等を一体的に行うとともに、地域支援

機関等との連携により成果の普及を図る。 
 

② 新市場創出支援事業 

ベンチャー・中小企業の販路拡大、事業提携、事業資金の確保等のため、大

都市圏における全国規模でのマッチング機会を提供する。また、創業、新連携、

地域資源等の全国的な政策課題について、施策及び成果の普及・啓発のため、

先進的事例の紹介、フォーラム開催等を行う。 
さらに、地域中小企業の取引機会拡大のための地域資源を活用した新商品・

新サービス等を展示・販売するアンテナショップの運営を行う。 
事業の実施に当たっては、地域支援機関等が手がけた支援企業の出口支援と

して活用できるよう、地域支援機関等と連携し、企業選定を行う。 
 

③ 地域資源活用企業化コーディネート活動等支援事業 

地域支援機関等が地方公共団体と連携しつつ行う地域資源を活用した新た

な取組の掘り起こしや地域資源の価値の向上を図るための勉強会・研究会等、

地域の自立的・持続的な取組に対し助成金を交付することにより、その活動を

支援する。 

 

④ 販路開拓支援事業 

優れた新製品、新技術及び新サービス等を持ちながら、全国市場など広域的

な販路開拓を行う手がかりがない等、自ら販路開拓が困難な中小企業に対し適

切な支援を行う。首都圏または近畿圏、都道府県域を越える広域の新たな市場

を開拓するため、中小機構が有する全国的なリソース及びネットワークを最大

限に活用し、マーケティング企画や市場・顧客ニーズの検証（テスト・マーケ

ティング）などの支援を行う。 

また、経験・人脈の豊富な企業ＯＢ等で構成され販売先企業の紹介を行う販

路ナビゲーターと中小企業とのマッチングの場を設ける等、中小企業の販路開

拓の支援を行う。 

支援の実施に当たっては、地域支援機関等との密接な連携及び相互補完関係

の強化により、地域における中小企業の販路開拓支援とのシナジー効果の向上
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を図る。 

 

⑤ 戦略的ＣＩＯ育成支援事業 

中小企業の経営戦略に基づいた計画的なＩＴ化の推進、及び企業内における

ＩＴ推進人材の育成を支援するため、比較的長期間にわたって専門家を派遣し、

綿密なコンサルティングを行う。派遣対象案件は、ＩＴ化に係る高度かつ専門

的な課題等、地域支援機関では対応が困難なものを中心とする。本事業の実施

に当たっては、地域支援機関の窓口相談機能等を活用し、支援企業の発掘を行

う。 
 
 

（２）中小企業の経営基盤の強化 

 

① 中小企業総合支援事業 

中小機構は、中小企業施策全般にわたる支援機関としての特徴を発揮し、中

小企業の抱える専門的な経営課題解決のために、地域支援機関等では対応が困

難な高度かつ専門的な案件、全国レベルの支援にかかる案件等について、相

談・専門家派遣等を行う。具体的には、株式公開を視野に入れた企業の支援や

特許権の取得を絡めた経営戦略の構築支援等、新たな経営課題への対応や都道

府県域を越える案件を中心に支援する。 
また、産学官連携の推進や全国のインキュベーション施設に対する経営支援

を行う。 

支援の実施に当たっては、中小機構が培ったノウハウの共有など地域支援機

関等との連携により、支援情報の結節点としての情報交流・情報提供機能を強

化し、地域における中小企業支援とのシナジー効果の向上を図る。 
 

② 地域中小企業普及啓発事業 

インターネットを活用し、中小企業者及び中小企業支援担当者等が必要とす

る中小企業支援に関する情報を容易かつ迅速に入手・検索できるポータルサイ

ト（Ｊ－Ｎet２１）を運営する。 

同サイトでは、国、都道府県と連携し、地域の中小企業の成功事例や支援機

関が実施する施策などを収集・情報発信するとともに、他の情報提供サイトと

連携し、広く情報発信を図っていく。 

 

③ 中小企業再生支援事業  

地域における中小企業の事業再生の円滑化を図るため、弁護士、公認会計士、

税理士、中小企業診断士等の専門家に対し、再生支援のノウハウ習得のための

研修やセミナーを開催するほか、中小企業再生支援協議会の業務に携わる者に

対する実践的な研修等を行う。また、再生支援に関わる関係機関の連絡会議を
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開催し、各地の中小企業再生支援協議会事業の円滑化を図る。 

 

④ 養成研修事業  

中小機構は全国９か所に設置されている中小企業大学校等を活用して、各

地域の中小企業のニーズや地域の特性をより反映した研修テーマ、研修実施

場所の設定など多様な人材養成事業の実施を目指すものとする。 

 

ア 中小企業者向け研修 

中小企業の新たな事業活動への挑戦をきめ細かく支援するため、地域経

済をけん引する産業・業種別にその経営課題の解決を支援する研修や中小

企業の人材の能力向上に資する実践的な問題解決型の研修を実施するなど、

中小企業のニーズへの対応や地域経済への貢献に資する人材養成型研修に

重点を置くこととする。 

 

イ 中小企業支援人材に対する研修 

中小企業の抱える経営課題の解決を支援する人材の養成について、地域

支援機関の求める各地域のニーズを踏まえた研修を実施するなど、高度で

より実践的な支援能力の向上に努める。 

 

⑤ 中小企業事業承継円滑化支援事業 

全国各地で中小企業の事業承継を広範かつ高度にサポートするための事業

承継支援ネットワークを構築、シンポジウムや経営者向けセミナー等による中

小企業経営者等への普及啓発、事業承継問題を総合的に検討するための事業承

継協議会の運営等を実施する。また、その実施に際しては、商工会議所・商工

会等地域支援機関や士業団体、金融機関と連携し、実務家の相互紹介や経営者

向けセミナー等を行う。 

 

 

⑥ 戦略的基盤技術高度化支援事業  

  「中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づき、認定を受け

た中小企業の革新的かつハイリスクな研究開発や生産プロセスイノベーション

を実現する研究開発について支援する。また、技術的課題等に関しては、公設試

験場と連携を図るなどして、研究開発成果の実用化及び事業化に向けた支援を行

う。 

 

⑦ 中心市街地活性化協議会運営支援事業 

中心市街地活性化の推進に当たり、その中心的な役割を果たすことが期待され

る中心市街地活性化協議会（以下この項目及び次の項目において「協議会」とい

う。）の設立等に向けたアドバイスや、既に活動している協議会における課題の
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検討、協議会のネットワーク化の推進等、中小機構に設置する中心市街地活性化

協議会支援センターを中心として協議会の支援を行う。 

 

⑧ 中心市街地商店街等活性化支援事業 

協議会及び商店街等が行う中心市街地における商業活性化の取組を支援する

ため、中小機構における専門的ノウハウを活用し、診断・サポートを行うととも

に、地域支援機関を通じた中小企業診断士、建築士等、商業活性化に関する専門

的な知識を有するアドバイザー派遣を行う。 

 

⑨ 商業活性化アドバイザー派遣事業 

商店街活性化のための計画の策定、商店街組合の運営等、各商店街が抱える課

題の解決を支援するため、地域支援機関を通じ、中小企業診断士、建築士等、商

店街活性化に関する専門的な知識を有するアドバイザーを派遣する。 

 

⑩ 中小企業海外展開支援事業費 

中小企業の国際化による事業展開を支援するため、中小企業が海外展開（海外

進出、海外企業との業務提携・国際取引等）を図る上で生じる経営課題を解決す

る際に有益な情報の提供、アドバイス等を実施する。また、本事業を円滑に推進

するため、地域支援機関との連携によるセミナーの開催やアドバイス事業を実施

する。 

 

⑪ 高度化事業 

中小企業者が共同して経営基盤の強化や事業環境の改善を図るために実施す

る事業や、第三セクター、地方公共団体などが実施する中小企業者を支援する事

業に対して、事業計画の作成に当たり都道府県及び中小機構が診断・助言を行う

とともに、施設設置に必要な資金の一部を都道府県と中小機構が財源を出し合い

長期・低利で融資する。 

  

⑫ インキュベーション事業 

 新製品・新技術の研究開発や新分野への進出を目指す中小企業者等に対し、賃

貸型事業施設の整備及び賃貸を行うとともに、入居者へのハンズオン支援等を通

じた新事業の創出を図る。 
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